
 

 

 
 

 

一般社団法人住宅性能評価・表示協会（以下「協会」という。）で実施する建築物省エネルギー性能表示

制度（BELS）は、国土交通省が制定する「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガ

イドライン（2013.10）」（以下「旧ガイドライン」という。）に基づく制度となっています。 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）が平成２８年４月に施行され、同

法第七条に基づくエネルギー消費性能の表示指針（以下「新ガイドライン」という。）が国土交通省告示と

して定められることとなっており、新ガイドラインにおける第三者認証制度の一つとして、ＢＥＬＳを位

置づける方針が示されています。これに伴い、本ＢＥＬＳ制度を新ガイドラインに対応したものに改める

こととなりました。本説明会では、新ガイドラインに対応するための方策と併せ、ＢＥＬＳ評価機関の登

録や評価員講習の説明を行います。 

 

 

 

  

 

 

 

開 催 日 時 

平成 28 年 2 月 17日（水） 13：00 ～ 15：30（予定） 

会 場 

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 地下 1F・ホール 

東京都渋谷区代々木 3 丁目 25-3 都営地下鉄・新宿駅より徒歩 6 分 

― プログラム ― 

13：00～13：40 

（40 分） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 最新情報等 

国土交通省住宅局住宅生産課  

13：40～14：15 

（35 分） 

BELS 制度の概要 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

 ～ 休憩（１5 分） ～ 

14：30～15：00 

（30 分） 

今後のスケジュールについて（評価機関の登録等） 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

1５：00～15：15 

（15 分） 

ＢＥＬＳシステム概要について 

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

15：15～15：30 

（15 分） 
～ 質 疑 応 答 ～ 

建築物省エネルギー性能表示制度（BELS） 

説明会 2016 
主催：一般社団法人 住宅性能評価・表示協会（評価協会） 



会場案内図 

東京都渋谷区代々木 3丁目 25-3 都営地下鉄・新宿駅より徒歩 6分 

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル 地下 1F・ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


